
ウェーブテクノロジー株式会社

事業推進部　行き

Tel:03-5452-3101

Fax:03-5452-3102

■レンタル約款に同意し、下記の通り契約を申し込みます。

会社名

部  署

ご担当者

住  所

電  話

E-mail

お支払い方法

納入日 返却日 期間

※※※※おおおお届届届届けけけけ先先先先がごがごがごがご契約者契約者契約者契約者のののの住所住所住所住所とととと異異異異なるなるなるなる場合場合場合場合はごはごはごはご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。

会社名

レンタル 部  署

物 品 等 ご担当者

お届け先 住  所

※※※※料金支払料金支払料金支払料金支払がごがごがごがご契約者契約者契約者契約者とととと異異異異なるなるなるなる場合場合場合場合はごはごはごはご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。

会社名

御請求書 部  署

ご担当者

お届け先 住  所

キャンペーンや対応情報等のご案内をお送りしてもよろしいですか?

(どちらかに○○○○をお願い致します)

※FAX送信後は内容確認の為、お電話をお願い致します

  番号のおかけ間違いには、ご注意願います

受　付 お客様ご担当 記　事

〒

月　　　　　日 月　　　　　日

レンタル台数

FAX

ウェーブテクノロジー株式会社

Tel:03-5452-3101  E-mail:sales@wavetechnology.co.jp

お問合せ先:

はい　　　・　　　いいえ

ＹＹＹＹ３０００３０００３０００３０００－－－－８ ８ ８ ８ レンタルレンタルレンタルレンタル申込書申込書申込書申込書

※※※※太枠内太枠内太枠内太枠内をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。

〒

レンタル

ご契約者

 現金前払い

お 申 込 み 日

年      月      日

ヶ月

台

〒

【注意】レンタル希望日及び希望台数につきましては、

        状況によりご希望に添えない場合がございます。

        予めご了承ください。

おおおお申込申込申込申込みみみみFAXFAXFAXFAX番号番号番号番号::::03030303----5452545254525452----3102310231023102

ご希望日



 

 

Wave Technology 

＜レンタル約款＞ 

お客様は弊社ウェーブテクノロジーのレンタル物件のご利用に際し、下記約款条項についてご了承いただくものと致します。 
 

＜約款条項＞お客様（以下甲という）とウェーブテクノロジー株式会社（以下乙という）は、賃

貸借取引について次の通り契約する。 

 

第 1 条（レンタル物件） 

乙は甲にレンタル用フラッシュプログラミングシステム Y3000-8（以下物件という）を賃

貸（以下レンタルという）し、甲はこれを借り受ける。 

 

第 2 条（レンタル期間） 

１．レンタル期間は別途取り決めの通りとし、乙が甲に物件を引き渡した当日から起算

する。（甲が物件を受け取った日とする） 

２．レンタル期間が満了する 7 日前までに、甲からレンタル期間の延長申し出があった

場合は、特段の事情がない限り乙は申し出を承諾するものとする。 

 

第 3 条（レンタル料） 

３．甲は乙に対して下記のレンタル料金を、別途取り決めの支払方法によって支払う。

レンタル料金は、一台 10 万円／月単位とする。 

４．甲の理由により、レンタル物件のキャンセルを実施する場合、下表に示す所定の

キャンセル料金を支払うものとする。 

キャンセル

時期 

レンタル開始日より

90 日～30 日前 

29 日～14 日前 13 日より以降 

キャンセル

料金 

無し レンタル料金の

50% 

レンタル料金の

100% 

５．レンタル料金は月単位料金とし日割り計算は行なわない。 

 

第 4 条（物件の引き渡し） 

乙は物件を日本国内の甲の指定する場所において引き渡し、それに要した運送費等

の費用は甲の負担とし、最初のレンタル料の支払い時に一括して乙に支払うものとす

る。 

 

第 5 条（担保責任） 

１．乙は甲に対して、物件の引き渡し時において物件が正常な性能を備えていること

のみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しない。 

２．甲が乙に対して物件の引き渡し日後 2 日以内に書面により物件の性能の欠陥を

通知しなかったときは、物件は正常な状態を備えて引き渡されたものとする。 

３．物件引き渡し後の甲の責に帰すべからざる事由によって物件が正常に作動しなく

なった場合、乙は物件を修理又は取り替えるものとする。この場合において、乙は

甲に対して損害賠償の責を負わない。 

４．前項の物件の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要する場合、乙はレン

タル契約を解除することができる。 

第 6 条（物件の保管、使用、維持） 

１．甲は物件の保管、使用に当たり、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うも

のとする。 

２．甲は、乙の書面による事前承諾なく、物件の改造、加工等をしないこと。及び第三

者に対する賃借権の譲渡又は物権の転貸しをしてはならない。 

３．物件自体又はその設置、保管若しくは使用によって第三者に与えた損害について

は、甲がこれを賠償する。 

４．甲は、物件を譲渡又は担保権を設定するなど、乙の権利を侵害する一切の行為を

してはならない。 

５．甲は、物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全

するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを乙に通知し、かつ

速やかにその自体を解消させるものとする。 

 

第 7 条（物件使用等に起因する損害） 

レンタル物件の不動作あるいは故障に起因して、レンタル期間中に甲又は第三者に

何らかの損害が発生した場合、乙は、甲又は第三者に対し一切の損害賠償の責任あ

るいは負担を負わないものとし、第三者に生じた損害については、甲が甲の責任と負

担でこれを解決する。  

 

第 8 条（ソフトウェアの複製等の禁止） 

物件の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関して次

の行為をしてはならない。  

（1）有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡若し

くはその再使用権を設定すること。 

（2）ソフトウェアを物件以外のものに使用すること。 

（3）ソフトウェアを複製すること。 

（4）ソフトウェアを変更又は改作すること。 

 

第 9 条（物件の滅失、毀損） 

１．物件の返還までに生じた物権の滅失、毀損又は物件の返還不能についての危

険は、天変地異その他の原因の如何を問わず全て甲が負担する。但し、通常

の使用による損耗は、この限りではない。 

２．物件が滅失（修理不能又は所有権の侵害を含む）した場合、又は物件が返還

不能になった場合には、甲は乙に対して代替物件の購入代金を支払うものとす

る。 

３．物件が毀損（所有権の制限を含む）した場合には、甲は自己の費用で物件を完

全な状態に復元又は修理する。 

４．前 3 項の場合、甲は物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中のレンタ

ル料の支払義務を免れないものとする。 

 

第 10 条（契約の解除） 

甲が次の各号の一に該当した場合には、乙は催告をせず通知のみにより本契約

を解除することができる。この場合、甲は乙に対し、未払いレンタル料その他金銭

債務全額を直ちに支払い、乙になお損害があるときはこれを賠償する。  

（1）レンタル料の支払いを一回でも遅滞したとき。 

（2）支払いを停止、又は手形・小切手を不渡りにしたとき。 

（3）保全処分、強制執行、滞納処分を受け、又は破産、会社更生、特別清算、

民事再生手続き、その他これに類する手続きの申し立てがあったとき。 

（4）事業を休廃止、解散したとき、又はその信用を喪失したとき。 

（5）故意又は重大な過失により、物件に修理不能の損害を与え、又は滅失し

たとき。 

（6）その他本契約の各条項の一に違反したとき。 

 

第 11 条（物件の返還） 

１．本契約がレンタル期間満了により終了したとき、又は前条の規定によって契約

が解除されたときは、甲は物件を乙の指定する場所へ甲の費用で直ちに返

還する。 

２．前項の場合において、甲の責により物件を返還せず（滅失を含む）、又は毀損

した物件を返還したときは、甲は乙に対して代替物件の購入代価を支払うか、

物件の復元又は修理に要する費用を負担する。 

３．物件に蓄積されたデータ（電子情報）がある場合には、甲はそのデータを消去し

て乙に返還するものとし、返還後の物件にデータが残存する場合、残存する

データの消失又は漏洩等に起因して甲その他第三者に生じた損害に関して、

乙は一切責任を負わないものとする。 

４．甲が乙に物件の返還をなすべき場合にその返還を遅延したときは、期限の翌

日から返還完了日までにつき、甲は乙にその期間分のレンタル料に相当する

遅延損害金を支払うものとする。なお、レンタル料は月単位で計算し日割り計

算はしないものとする。 

 

 

第 12 条（費用及び消費税等の負担） 

１．本契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は、甲が負担する。 

２．物件の引き渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、甲の負担とする。 

３．甲は、レンタル期間の時点における税法所定の税率による消費税額をレンタル

料に加算して支払うものとする。 

 

第 13 条（支払遅延損害金） 

甲がレンタル料に基づくレンタル料及び代替レンタル物件の購入価格相当額その

他この契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、甲は、支払うべき金額に対し支払

期日の翌日からその完済に至るまで、年 14.6％の割合による遅延損害金を乙に

支払うものとする。 

 

第 14 条（裁判管轄） 

本契約についての全ての紛争に関する管轄裁判所は、乙の本社所在地を管轄す

る裁判所とする。 

―――――――― 以上 ―――――――― 


